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「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」 
県内３会場（全６回）で開催！ 

  
福島労働局（局長 岩瀬信也）では、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、

発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達障害者しご
とサポーター）となっていただくための講座を県内３会場（福島市、郡山市、いわき
市）で全６回開催します。 
また、企業の要請に応じて、職場内での出前講座も実施します。 
 

精神・発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定し
て働き続けるためのポイントの一つに、「職場において同僚や上司がその人の障害特
性について理解し、共に働く上での配慮があること。」です。 
 
企業で働く一般の従業員の方が、障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は

限られていたため、その機会を提供し、障害理解を一層促進していく必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※各会場定員になり次第申込みを締め切ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

厚生労働省福島労働局発表 

令和元年５月 31 日 

【講座の内容】 〈申込先：福島労働局職業対策課 TEL 024-529-5463 / FAX 024-536-4211〉 

 

■内  容 ：｢精神・発達障害の種類」、「精神・発達障害の特性」、｢共に働く上での 

ポイント（コミュニケーション方法）」等について 

■メリット ：精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮を 

短時間で学べます。また、受講者にはサポーターグッズを進呈します。 

■講座時間 ：90 分程度（講義 75 分、質疑応答 15 分程度）です。 

■受講対象 ：企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講できます。 

※「駐車券の配付はございませんのでご了承ください。」 


